平成30年7月11日


障害福祉サービス事業所
障害者支援施設各位

　障害児通所・入所事業所
　障害者・児相談支援事業所


障害者自立支援給付費等過誤申立書・請求取下依頼書受付方法の変更について（通知）


　日頃から本市の障害福祉施策に多大なる御尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　さて、本市では過誤申立書・請求取下依頼書について、ＦＡＸにて受け付ける運用を行ってまいりましたが、昨今過誤申立件数が著しく増加していること、申立情報の入力に時間を要すること等のため、現在の運用方法を変更することといたしました。変更後の運用方法は、本市ホームページの「ネット窓口かわさき（電子申請）」を通じて、過誤申立書・請求取下依頼書の受付を行う方法となり、平成30年８月受付分より電子申請での受付を開始いたします。
電子申請にあたっては、事前に利用者登録が必要となりますので、登録をお願いいたします。具体的な手続については、別紙「「ネット窓口かわさき（電子申請）」の利用者登録の案内」を参照してください。
また、電子申請の際に必要な、本市指定の過誤申立書・請求取下依頼書については、「障害福祉情報サービス　かながわ」に掲載しておりますので、御確認の程よろしくお願いします（下記に掲載場所ＵＲＬを記載）。
　今後、ＦＡＸによる受付については、平成30年11月30日までは電子申請との並行受付期間として継続いたしますが、並行受付期間終了後は電子申請のみでの受付となります。
　なお、市外事業所については、これまで通りＦＡＸによる受付も可能といたします。

・「過誤申立書・請求取下依頼書」「ネット窓口かわさき（電子申請）」の利用者登録の案内」
掲載場所
https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?scategory=126&category=105&topid=3
・電子申請　実行ページ
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000092362.html
※上記のとおり、電子申請を行うためには事前に利用者登録が必要となりますので、別紙「「ネット窓口かわさき（電子申請）」の利用者登録の案内」に基づき、登録をお願いします。
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